
瀬戸市防犯カメラ設置費補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、地域防犯のために必要な箇所に防犯カメラを設置する連区自治会 

及び瀬戸防犯協会連合会（以下「連区自治会等」という。）に対し、その設置費用を

補助することにより、安全・安心なまちづくりを推進し、住民の安全確保を図ること

を目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、「防犯カメラ」とは、街頭犯罪、侵入盗等の防止を目的と

して、主に道路を中心に写すよう固定して設置される映像撮影装置で、映像を記録す

る機能を有する機器を備えたものとする。 

（補助金対象者等） 

第３条 この要綱の補助金対象となる団体は、防犯カメラを設置する連区自治会等のう

ち、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。 

⑴ 瀬戸市公共的団体による防犯カメラの設置及び利用に関するガイドライン（平成

２３年６月２８日制定）に適合した防犯カメラの運用要領を策定していること。 

⑵ 防犯カメラの撮影対象区域内の住民等の同意を得ていること。

⑶ 防犯カメラの設置について、権原を備えていること。

２ 補助金の交付申請及び請求は、連区自治会等の長が行うものとする。 

（補助金対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助金対象経費」という。）は、防犯

カメラの設置等に必要な費用とする。ただし、次に掲げるものを除く。

⑴ 維持又は管理に要する費用

⑵ 地代及び占用料

⑶ 防犯カメラの操作指導料

⑷ 既存の設備の撤去に要する費用

⑸ 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金対象経費として不適当と認めるもの

（補助金の額等） 

第５条 補助金の額は、補助金対象経費の全額（その額に 1,000円未満の端数が生じた

ときは、これを切り捨てた額）とし、500,000円を限度とする。 

２ この要綱による補助金の交付は、毎年度予算の範囲内において行う。 

（交付申請） 

第６条 連区自治会等の長は、前条に規定する補助金の交付を受けようとするときは、

次に掲げる書類を添えて瀬戸市防犯カメラ設置費補助金交付申請書（様式第１）を市

長に提出しなければならない。 



               
⑴ 防犯カメラの設置が連区自治会等の総意であることを証する総会の会議録の写

し、連区自治会長の承認書類その他総意である証となる書類 

⑵ 住居の全部又は一部が防犯カメラの撮影範囲に入る住民等の同意書 

⑶ 防犯カメラ及び表示板の設置予定箇所の位置図及び現況写真 

⑷ 防犯カメラの撮影対象区域を記載した平面図又は撮影対象区域を撮影した写真 

⑸ 防犯カメラの運用要領 

⑹ 防犯カメラの管理責任者及び取扱者の指定に関する書類 

⑺ 防犯カメラの設置等に係る見積明細書の写し、積算書の写しその他設置費用を確

認できる書類 

⑻ 防犯カメラのカタログ等 

⑼ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類等 

（交付決定等） 

第７条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査

し、補助金の交付を適当と認めたときは、速やかに交付の決定をし、瀬戸市防犯カメ

ラ設置費補助金交付決定通知書（様式第２）により当該申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するた

め必要があると認めるときは、条件を付することができる。 

３ 市長は、補助金の交付を行わないことを決定したときは、その旨を瀬戸市防犯カメ

ラ設置費補助金不交付決定通知書（様式第３）により当該申請者に通知するものとす

る。 

（交付申請の取下げ） 

第８条 第６条の規定による補助金の交付申請をした者（以下「補助金交付申請者」と 

いう。）は、当該申請を取り下げようとするときは、遅滞なくその旨を記載した書面 

を市長に提出しなければならない。 

（計画変更） 

第９条 補助金交付申請者が、第７条第１項の規定により補助金の交付決定の通知を受

けた後において、当該事業の計画変更をしようとするときは、必要な書類を添えて瀬

戸市防犯カメラ設置費補助金事業計画変更届（様式第４）を市長に提出しなければな

らない。 

（交付決定の取消し等） 

第１０条 市長は、第７条第１項の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者（以

下「補助金交付決定者」という。）が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金

の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは

一部について、期限を定めて返還を命ずることができる。 



               
⑴ 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

⑵ 補助金を他の用途に使用したとき。 

⑶ 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。 

（変更決定通知） 

第１１条 市長は、前２条の規定により補助金の交付を変更し、又は取り消したときは、

瀬戸市防犯カメラ設置費補助金変更決定通知書（様式第５）又はその旨を記載した書

面により補助金交付決定者に通知するものとする。 

（完了報告） 

第１２条 補助金交付決定者は、防犯カメラの設置が完了したときは、瀬戸市防犯カメ

ラ設置費補助金事業完了報告書（様式第６）に次に掲げる書類を添えて当該防犯カメ

ラの設置が完了した日の翌日から起算して３０日以内に市長に提出しなければなら

ない。 

⑴ 防犯カメラの設置等に係る請求書及び領収書の写し 

⑵ 防犯カメラ及び表示板の設置箇所の位置図及び写真 

⑶ 設置された防犯カメラにより撮影した画像を印刷したもの 

⑷ 防犯カメラの設置について、権原があることを示す書類 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類等 

（補助金の額の確定） 

第１３条 市長は、前条の規定による完了報告書を受けたときは、その内容を審査し、

その報告の内容が、補助金の交付決定の内容（これに条件を付した場合にあっては、

その決定の内容及び条件）に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定

し、瀬戸市防犯カメラ設置費補助金額確定通知書（様式第７）により補助金交付決定

者に通知するものとする。 

（補助金の交付等） 

第１４条 前条の規定による確定通知書を受けた補助金交付決定者が、補助金の交付を

受けようとするときは、瀬戸市防犯カメラ設置費補助金交付請求書（様式第８）を市

長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の請求書の提出があったときは、当該請求書の提出があった日から  

３０日以内に補助金を交付するものとする。 

（書類の整備） 

第１５条 補助金の交付を受けた団体（以下「補助金交付団体」という。）は、補助金

に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整理し、か

つ、これらの書類を当該事業の完了の日の属する年度の翌年度から５年間保存しなけ

ればならない。 



               
（財産の管理及び処分） 

第１６条 補助金交付団体は、当該事業により取得した財産（以下「取得財産」という。）

について、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従

って、その効果的な運用を図らなければならない。 

２ 補助金の対象となった防犯カメラは、設置後３年間は撤去又は移設をしてはならな

い。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合はこの限りでない。 

３ 補助金交付団体は、前項に定める期間を経過する以前に、処分を制限された取得財

産を補助金の目的に反して使用し、売却し、又は廃棄しようとするときは、市長に報

告し、その承認を受けなければならない。 

４ 市長は、前項の規定により承認を受けた補助金交付団体に対し、当該承認に係る取

得財産の処分により収入があったときは、その収入の全部又は一部を市に納付させる

ことができるものとする。 

（雑則） 

第１７条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。  

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  

 



               
様式第 1（第６条関係） 

瀬戸市防犯カメラ設置費補助金交付申請書 

 

年   月   日 

（あて先）瀬 戸 市 長 

申請者 団体名               

住所                

代表者名               

 

申請額             円 

 

地域防犯のため防犯カメラを設置する事業について、補助金の交付を受けたいので、

次のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

１ 防犯カメラの設置箇所 瀬戸市                         

 

２ 補助金の対象となる防犯カメラの台数     台 

 

３ 防犯カメラ設置工事の開始及び完了予定日 

 年  月  日 ～     年  月  日 

４ 添付書類 

⑴ 防犯カメラの設置が連区自治会の総意であることを証する総会の会議録の写し、

連区自治会長の承認書類その他総意である証となる書類 

⑵ 住居の全部又は一部が防犯カメラの撮影範囲に入る住民等の同意書 

⑶ 防犯カメラ及び表示板の設置予定箇所の位置図及び現況写真 

⑷ 防犯カメラの撮影対象区域を記載した平面図又は撮影対象区域を撮影した写真 

⑸ 防犯カメラの運用要領 

⑹ 防犯カメラの管理責任者及び取扱者の指定に関する書類 

⑺ 防犯カメラの設置等に係る見積明細書の写し、積算書の写しその他設置費用を確

認できる書類 

⑻ 防犯カメラのカタログ等 

⑼ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類等 



               
 

様式第４（第９条関係） 

瀬戸市防犯カメラ設置費補助金事業計画変更届 

 

  年   月   日 

（あて先）瀬 戸 市 長 

 

団体名               

住所                

代表者名               

 

  年   月   日付け、    第     号で補助金の交付決定を受け

た事業について次のとおり変更します。 

 

１．計画変更の内容 

当初計画 変更計画 

    

 

 

 

 

 

２．計画変更理由 

 

 

 

 

 

 



               
 

様式第６（第１２条関係） 

瀬戸市防犯カメラ設置費補助金事業完了報告書 

 

年   月   日 

（あて先）瀬 戸 市 長 

団体名               

住所                

代表者名               

 

 

  年   月   日付け、    第   号で補助金の交付決定を受けた

事業が完了したので次のとおり関係書類を添えて報告します。 

 

１ 防犯カメラの設置箇所 瀬戸市                         

２ 防犯カメラの設置台数     台 

３ 工事施工業者名                 

４ 工事費合計金額                円  

５ 工事完了年月日     年  月  日 

６ 添付書類 

⑴ 防犯カメラの設置等に係る請求書及び領収書の写し 

⑵ 防犯カメラ及び表示板の設置箇所の位置図及び写真 

⑶ 設置された防犯カメラにより撮影した画像を印刷したもの 

⑷ 防犯カメラの設置について、権原があることを示す書類 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類等  



               
 

様式第８（第 1４条第１項関係） 

瀬戸市防犯カメラ設置費補助金交付請求書 

 

年   月   日 

（あて先）瀬 戸 市 長 

団体名               

住所                

代表者名                

 

 

  年   月   日付け、    第   号で補助金の交付決定を受けた

事業に対する補助金の交付を、次のとおり関係書類を添えて請求します。 

 

 

１ 交付請求額                円  

 

２ 振込先  

 ⑴ 金融機関         銀行・信用金庫・農協・郵便局      店 

 ⑵ 口座番号 当座・普通          

 ⑶ （ふりがな） 
口座名義                            

 

３ 添付書類 

  振込先金融機関の口座通帳の表紙等の写し（ただし、金融機関名、口座番号及び名 

義が入ったもの） 

 

 

 

 


